
魚津市告示第11号 

 

指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について 

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第49条の４第１項及び第49条の

７第１項の規定により、指定緊急避難場所及び指定避難所を指定するので、

同法第49条の４第３項の規定及び同法第49条の７第２項において準用する同

法第49条の４第３項の規定により公表する。 

 

令和８年２月３日 

 

魚津市長　　村椿　晃 

 

 

 

１　指定する指定緊急避難場所及び指定避難所 

 

 

２　指定緊急避難場所及び指定避難所を指定する日 

令和８年４月１日 
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